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市町村長の使用に係る電子計算機から電子署名を行った者を確認するこ

とができるものとして法務大臣の定める電子証明書 

 

戸籍法施行規則（昭和２２年司法省令第９４号）第７９条の３第５項第２号に

基づき、電子情報処理組織により戸籍法（昭和２２年法律第２２４号）第１０条

の２第３項から第５項までの請求をする場合に、市町村長の使用に係る電子計

算機から電子署名を行った者を確認することができるものとして法務大臣の定

める電子証明書は以下のとおりである。 

 

●セコムパスポートforG－ID（平成１４年総務省・法務省・経済産業省告示第８

号）の用に供するために作成された電子証明書（司法書士電子証明書に限る。） 


